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第 2857号 
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金曜日 

目 次 

規則 
○ 埼玉県訓練手当支給規則の一部を改正する規則（産業人材育成課） 

告示 
○ 特定非営利活動法人の設立に係る公告（南部地域振興センター） 

○ （仮称）埼玉中部資源循環センター整備事業環境影響評価調査計画書の縦覧（環境政策

課） 

○ 金杉土地改良区の役員就退任届（春日部農林振興センター） 

○ 測量法に基づく公共測量の終了（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 

○ 測量法に基づく公共測量の実施（用地課） 

○ 埼玉県 LED道路照明灯機器賃貸借（東松山県土整備事務所）に関する落札者等の公示（道

路環境課） 

○ 埼玉県 LED道路照明灯機器賃貸借（秩父県土整備事務所）に関する落札者等の公示（道

路環境課） 

○ 埼玉県 LED道路照明灯機器賃貸借（本庄県土整備事務所）に関する落札者等の公示（道

路環境課） 

○ 埼玉県 LED道路照明灯機器賃貸借（飯能県土整備事務所）に関する落札者等の公示（道

路環境課） 

○ 埼玉県 LED道路照明灯機器賃貸借（川越県土整備事務所１）に関する落札者等の公示（道

路環境課） 

○ 埼玉県 LED道路照明灯機器賃貸借（朝霞県土整備事務所）に関する落札者等の公示（道

路環境課） 

○ 埼玉県 LED道路照明灯機器賃貸借（川越県土整備事務所２）に関する落札者等の公示（道

路環境課） 
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○ さいたま都市計画道路の変更に係る図書の写しの縦覧（都市計画課） 

○ さいたま都市計画地区計画の変更に係る図書の写しの縦覧（都市計画課） 

○ 春日部都市計画地区計画の変更に係る図書の写しの縦覧（都市計画課） 

○ 春日部都市計画土地区画整理事業の変更に係る図書の写しの縦覧（市街地整備課） 

○ 宅地建物取引業者の聴聞（建築安全課） 

○ 県道東門前蓮田線の区域変更（杉戸県土整備事務所） 

○ 県道東門前蓮田線の供用開始（杉戸県土整備事務所） 

○ 開発行為に関する工事の完了公告（川越建築安全センター） 

○ 開発行為に関する工事の完了公告（川越建築安全センター） 

○ 県立病院の灯油（平成 28年度 12・１月分）の購入に関する落札者等の公示（経営管理

課） 

○ 埼玉県病院事業に係る料金のうち病院事業管理者が定める額（経営管理課） 

○ 平成 28年度第３回技能検定員等資格審査実施に伴う公示（運転免許課） 

○ 公職選挙法に基づく個人演説会等施設の指定（選挙管理委員会） 

 

 



規

則 

埼
玉
県
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

埼
玉
県
規
則
第
七
十
六
号 

 
 

 

埼
玉
県
訓
練
手
当
支
給
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
訓
練
手
当
支
給
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
埼
玉
県
規
則
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

第
三
条
第
一
項
第
一
号
中
「
第
二
十
条
」
を
「
第
二
十
二
条
」
に
改
め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
六
十
五
号 

 
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定

非
営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
活
動
予
算
書
を
、
申
請
書
を
受
理
し
た
日
か
ら
二
月
間
、
県

民
生
活
部
共
助
社
会
づ
く
り
課
及
び
埼
玉
県
南
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法

並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
s
a
i
t
a
m
a
k
e
n
-
n
p
o
.
n
e
t
/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
三
十
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
に
こ
に
こ 

三 

代
表
者
の
氏
名 

渡
部 

悦
子 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
川
口
市
東
川
口
六
丁
目
八
番
十
九
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
埼
玉
県
南
部
地
区
の
子
育
て
家
族
や
子
育
て
支
援
に
取
り
組
む
者
に
対
し
、

「
に
こ
に
こ
子
育
て
・
親
育
て
教
室
」
の
開
催
を
提
供
し
、
誰
も
が
豊
か
に
暮
ら
せ
る
地
域
社

会
を
創
造
す
る
こ
と
で
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
六
十
六
号 

 
埼
玉
県
環
境
影
響
評
価
条
例
（
平
成
六
年
埼
玉
県
条
例
第
六
十
一
号
）
第
四
条
第
三
項
の
規
定

に
よ
り
、
吉
見
町
か
ら
吉
見
町
の
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
（
仮
称
）
埼
玉
中
部
資
源
循
環
セ

ン
タ
ー
整
備
事
業
に
つ
い
て
環
境
影
響
評
価
調
査
計
画
書
の
提
出
が
あ
っ
た
。 

 

な
お
、
関
係
地
域
が
所
在
す
る
市
町
村
並
び
に
環
境
影
響
評
価
調
査
計
画
書
の
縦
覧
の
場
所
及

び
期
間
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

関
係
地
域
が
所
在
す
る
市
町
村 

 
 

東
松
山
市
、
鴻
巣
市
、
桶
川
市
、
北
本
市
、
川
島
町
、
吉
見
町 

 
 

 
 

 

二 

環
境
影
響
評
価
調
査
計
画
書
の
縦
覧
の
場
所
及
び
期
間 

 

イ 

場
所 

 
 

 

埼
玉
県
環
境
部
環
境
政
策
課 

 
 

 

埼
玉
県
中
央
環
境
管
理
事
務
所 

 
 

 

埼
玉
県
東
松
山
環
境
管
理
事
務
所 

 
 

 

東
松
山
市
廃
棄
物
対
策
課 

 
 

 

鴻
巣
市
環
境
課 

 
 

 

桶
川
市
環
境
課 

 
 

 

北
本
市
環
境
課 

 
 

 

川
島
町
町
民
生
活
課 

 
 

 

吉
見
町
農
政
環
境
課 

 

ロ 

期
間 

 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日
（
金
）
か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
十
日
（
火
）
ま
で
（
た
だ

し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
祝
日
並
び
に
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
一
月
三
日
ま
で
の
日
を
除

く
。
） 

    



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
六
十
七
号 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、

金
杉
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
に
就
任
し
た
者
及
び
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住

所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

就
任 

 

職
名 

 
 

氏 
 

 

名 
 

 
 

 

住 
 

 
 

 

所 

 

理
事 

 

田 

中 
 

 

清 
 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
松
伏
町
大
字
金
杉
二
千
二
百
四
十
八
番
地 

 

同 
 

 

柴 

田 

光 

善 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

同 

魚
沼
千
六
百
七
番
地
一 

 

同 
 

 

髙 

本 

敏 

夫 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

同 

金
杉
千
八
百
五
十
二
番
地 

 

同 
 

 

滑 

川 
 

 

浩 
 

同 
 

同 
 

 
同 

 

同 

魚
沼
四
百
五
十
一
番
地 

 

同 
 

 

齋 

藤 
 

 

曻 
 

同 
 

同 
 

 
同 

 

同 

同 

十
四
番
地 

 

同 
 

 

石 

川 

英 

夫 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

同 

大
川
戸
三
千
九
百
八
十
八
番 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

地
三 

 

監
事 

 

山 

崎 

正 

義 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

同 

築
比
地
七
百
四
十
七
番
地 

 

同 
 

 

今 

井 

一 

忠 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

同 

同 
 
六
百
三
十
四
番
地 

 

同 
 

 

石 

川 

幸 

男 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

同 

魚
沼
千
九
百
三
十
一
番
地 

二 

退
任 

 

職
名 

 
 

氏 
 

 

名 
 

 
 

 

住 
 

 
 

 

所 

 

理
事 

 

田 

中 
 

 

清 
 

埼
玉
県
北
葛
飾
郡
松
伏
町
大
字
金
杉
二
千
二
百
四
十
八
番
地 

 

同 
 

 

齋 

藤 
 

 

操 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

同 

魚
沼
三
百
七
十
四
番
地 

 

同 
 

 

小 

林 
 

 

茂 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

同 

金
杉
千
七
百
二
十
五
番
地
二 

 

同 
 

 

柴 

田 

光 

善 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

同 

魚
沼
千
六
百
七
番
地
一 

 

同 
 

 

吉 

田 

美
代
子 

 

同 
 

春
日
部
市
東
中
野
百
九
十
五
番
地 

 

同 
 

 

鈴 

木 
 

 

博 
 

同 
 

北
葛
飾
郡
松
伏
町
大
字
大
川
戸
千
七
百
十
三
番
地 

 

監
事 

 

山 

崎 

正 

義 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

同 

築
比
地
七
百
四
十
七
番
地 

 

同 
 

 

今 

井 

一 

忠 
 

同 
 

同 
 

 

同 
 

同 

同 
 

六
百
三
十
四
番
地 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
六
十
八
号 

 
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
告
示
第
二
百
四
十
四
号
で
公
示
し
た
公
共
測
量
は
、
平
成
二
十
八
年
十

月
三
十
一
日
終
了
し
た
旨
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
宮
代
町
道
仏
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
通
知
を

受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
六
十
九
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
和
光
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

和
光
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

和
光
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
十
七
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
七
十
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
上
尾
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

上
尾
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

上
尾
市 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
月
三
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
一
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
七
十
一
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
朝
霞
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

朝
霞
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
航
空
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

朝
霞
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
四
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
七
十
二
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
東
日
本
賃
貸
住
宅
本
部
か
ら
次
の
と
お

り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十

八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構 

東
日
本
賃
貸
住
宅
本
部 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
四
級
基
準
点
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

春
日
部
市
大
場
字
前
八
百
八
十
八
番
三
外 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
十
五
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
七
十
三
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
江
戸
川
河
川
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り

公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八

号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

国
土
交
通
省
関
東
地
方
整
備
局
江
戸
川
河
川
事
務
所 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
座
標
補
正
及
び
数
値
修
正
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

春
日
部
市
、
三
郷
市
、
幸
手
市
、
吉
川
市
、
杉
戸
町
、
松
伏
町 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
十
五
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
七
十
四
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
川
口
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

川
口
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
空
中
写
真
測
量
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

川
口
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
十
七
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
七
十
五
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
所
沢
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

所
沢
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
航
空
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

所
沢
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
二
月
六
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
七
十
六
号 

 
測
量
計
画
機
関
で
あ
る
八
潮
市
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
を
受
け
た

の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

測
量
計
画
機
関 

 
 

八
潮
市 

二 

作
業
種
類 

 
 

公
共
測
量
（
航
空
写
真
撮
影
） 

三 

作
業
地
域 

 
 

八
潮
市
全
域 

四 

作
業
期
間 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
四
日
ま
で 

 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
七
十
七
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県ＬＥＤ道路照明灯機器賃貸借（東松山県土整備事務所） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県県土整備部道路環境課 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成28年10月６日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社イートラスト埼玉 埼玉県行田市宮本15番８号 

５ 落札金額 

  106,489,468円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成28年８月19日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
七
十
八
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県ＬＥＤ道路照明灯機器賃貸借（秩父県土整備事務所） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県県土整備部道路環境課 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成28年10月６日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社新電気 埼玉県三郷市早稲田４丁目７番地９ 

５ 落札金額 

  89,981,280円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成28年８月19日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
七
十
九
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県ＬＥＤ道路照明灯機器賃貸借（本庄県土整備事務所） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県県土整備部道路環境課 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成28年10月６日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  東邦電気工業株式会社 東京都渋谷区恵比寿１丁目19番23号 

５ 落札金額 

  38,999,232円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成28年８月19日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
八
十
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県ＬＥＤ道路照明灯機器賃貸借（飯能県土整備事務所） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県県土整備部道路環境課 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成28年10月６日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社新電気 埼玉県三郷市早稲田４丁目７番地９ 

５ 落札金額 

  115,797,600円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成28年８月19日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
八
十
一
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県ＬＥＤ道路照明灯機器賃貸借（川越県土整備事務所①） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県県土整備部道路環境課 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成28年10月６日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  東邦電気工業株式会社 東京都渋谷区恵比寿１丁目19番23号 

５ 落札金額 

  84,061,152円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成28年８月19日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
八
十
二
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県ＬＥＤ道路照明灯機器賃貸借（朝霞県土整備事務所） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県県土整備部道路環境課 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成28年10月６日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  日本街路灯製造株式会社 愛知県名古屋市熱田区五本松町１番８号 

５ 落札金額 

  74,921,760円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成28年８月19日 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
八
十
三
号 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



１ 購入等件名及び数量 

  埼玉県ＬＥＤ道路照明灯機器賃貸借（川越県土整備事務所②） 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県県土整備部道路環境課 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 

３ 落札者を決定した日 

  平成28年10月６日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社万代電気工業 埼玉県さいたま市桜区中島２丁目22番１号 

５ 落札金額 

  81,220,320円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成28年８月19日 



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
八
十
四
号 

 
さ
い
た
ま
市
か
ら
さ
い
た
ま
都
市
計
画
道
路
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
八
十
五
号 

 
さ
い
た
ま
市
か
ら
さ
い
た
ま
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け

た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画

課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
八
十
六
号 

 
春
日
部
市
か
ら
春
日
部
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の

で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に

お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

   



告 
 

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
八
十
七
号 

春
日
部
市
か
ら
春
日
部
都
市
計
画
土
地
区
画
整
理
事
業
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を

受
け
た
の
で
、
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
市
街
地

整
備
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 



告

示 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
八
十
八
号 

 
宅
地
建
物
取
引
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
七
十
六
号
）
第
六
十
五
条
の
規
定
に
よ
る
処

分
に
つ
い
て
、
同
法
第
六
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
聴
聞
を
次
の
と
お
り
公
開
で
行
う
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

聴
聞
の
日
時
及
び
被
聴
聞
者 

二 

聴
聞
の
場
所 

 
 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
職
員
会
館 

Ｂ
〇
三
会
議
室 

 

平
成
二
十
九
年

一
月
十
日
午
後

二
時 

 

聴

聞

の

日

時 

有
限
会
社
オ
ー

ク
リ
エ
イ
ト 

 

被
聴
聞
者
の
商 

号
又
は
名
称 

大
川
内
叔
久 

被
聴
聞
者
の
氏
名
（
法

人
に
あ
っ
て
は
代
表
者

の
氏
名
） 

埼
玉
県
三
郷
市
三
郷
二

丁
目
二
番
地
十
九
サ
ク

セ
ス
ビ
ル
三
〇
二 

被
聴
聞
者
の
主
た
る
事

務
所
の
所
在
地 

 
 



告

示 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
六
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の

区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

高 
 

 

巌 

一 

道
路
の
種
類 

県
道 

二 

路 

線 

名 

東
門
前
蓮
田
線 

三 

道
路
の
区
域 

  
 



 

新 旧 

旧 

新 

別 

さ
い
た
ま
市
見
沼
区
大
字
丸
ヶ
崎
字
金
草

原
一
五
六
一
番
二
地
先
か
ら
蓮
田
市
大
字

馬
込
十
二
番
二
六
六
八
番
一
地
先
ま
で 

区 
 
 
 
 
 

間 

一
二
・
一
六
～ 

一
二
・
四
八 

 

一
〇
・
五
〇
～ 

 

一
〇
・
六
〇 

敷
地
の
幅
員 

（
メ
ー
ト
ル
） 

三
四
・
七
〇 

 
 

延 
 

長 

（
メ
ー
ト
ル
） 

 

備 
 
 
 
 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
七
号 

 
道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ

う
に
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日
か
ら
三
十
日
間
埼
玉
県
県
土
整
備
部
道
路
環

境
課
及
び
埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
杉
戸
県
土
整
備
事
務
所
長 

小 

高 
 

 

巌 

  
 



 

東
門
前
蓮
田
線 

路 
 

線 
 

名 

さ
い
た
ま
市
見
沼
区
大
字
丸
ヶ
崎
字
金
草
原

一
五
六
一
番
二
地
先
か
ら
蓮
田
市
大
字
馬
込

字
十
二
番
二
六
六
八
番
一
地
先
ま
で 

供 

用 

開 

始 

の 

区 

間 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

供 

用 

開 

始 

の 

期 

日 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日
付
け
埼
玉
県
杉
戸

県
土
整
備
事
務
所
長
告
示
第
十
六
号
で
告
示
し

た
道
路
予
定
区
域
の
供
用
開
始
で
あ
る
。 

 

延
長 

三
四
・
七
〇
メ
ー
ト
ル 

備 
 
 
 
 
 

考 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
九
十
六
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

大 

槻 

淳 

一 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
一
月
三
十
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
八
〇
〇
一
六
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
六
日 

 
 

川
建
セ
第
二
八
〇
〇
五
三
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
月
輪
字
築
地
三
百
五
十
二
番
十
、
三
百
五
十
二
番
十
一
、
三
百

五
十
六
番
一 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
み
な
み
野
一
丁
目
十
三
番
地
三 

 
 

幸
明
建
設
株
式
会
社 

代
表
取
締
役 

金
村 

浩
一 



告

示 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
九
十
七
号 

 
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

大 

槻 

淳 

一 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
六
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
八
〇
〇
一
五
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
七
日 

 
 

川
建
セ
第
二
八
〇
〇
五
五
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
月
輪
字
高
根
八
百
十
四
番
二
十
七
、
八
百
十
四
番
二
十
八
、
八

百
十
四
番
二
十
九
、
八
百
十
七
番
一
の
一
部
、
八
百
二
十
二
番
七
の
一
部
、
八
百
二
十
二
番
八

の
一
部 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
月
輪
七
百
九
十
七
番
地
四 

 
 

株
式
会
社
武
蔵
鉄
工 

代
表
取
締
役 

林 

茂 



告

示 

埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
七
十
三
号 

 
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

名 

和 
 

 

肇 
 

 

 



１   購入等件名及び数量  

  灯油 JIS １号 180,500リットル 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

 (1)埼玉県立循環器・呼吸器病センター事務局管財担当 

  埼玉県熊谷市板井 1696 番地 

 (2)埼玉県立精神医療センター事務局管財担当 

  埼玉県北足立郡伊奈町小室 818 番地２ 

３ 落札者を決定した日 

  平成 28 年 11 月 22 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  有限会社ニューオイル 

  埼玉県志木市本町１丁目６番 15 号 

５ 落札金額 

  52.70 円（１リットル当たり単価） 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成 28 年 10 月 28 日 



告

示 

埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
七
十
四
号 

 
平
成
二
十
八
年
埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
三
十
一
号
（
埼
玉
県
病
院
事
業
に
係
る
料
金
の
う
ち

病
院
事
業
管
理
者
が
定
め
る
額
の
一
部
改
正
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二
十
八
年

十
二
月
二
十
七
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

名 

和 
 

 

肇 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

「 
 

 
 

 
 

 

表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
改
正
規
定
中 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

を 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」 
 

 
 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

に
改
め
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ニ 

身
体
障
害
者
手
帳
を
保
持
す
る

者
が
運
転
す
る
車
両 

 

 
 

身
体
障
害
者
手
帳
を
保
持
す
る

者
が
運
転
す
る
車
両 

 
 

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
患
者

と
同
程
度
の
障
害
の
状
態
で
あ
る

者
で
あ
る
と
病
院
事
業
管
理
者
が

認
め
た
患
者
の
車
両 

 

ニ 

 

ホ 
  

」 



告  示 

埼玉県公安委員会告示209号 

 道路交通法（昭和35年法律第105号）第99条の２第４項第１号イの技能検定に関する技能及び

知識に関して行う審査（以下「技能検定員審査」という。）並びに同法第99条の３第４項第１

号イの自動車の運転に関する技能及び知識の教習に関する技能及び知識に関して行う審査（以

下「教習指導員審査」という。）を次のとおり実施するので、技能検定員審査等に関する規則

（平成６年国家公安委員会規則第３号。以下「規則」という。）第２条及び第10条第２項の規

定により公示する。 

  平成28年12月９日 

                     埼玉県公安委員会委員長 木 村 健 司 

１ 審査の種類 

 (1) 技能検定員審査 

    ア 大型自動車免許に係る技能検定員審査 

  イ 中型自動車免許に係る技能検定員審査 

  ウ 普通自動車免許に係る技能検定員審査 

  エ 大型特殊自動車免許に係る技能検定員審査 

  オ 大型自動二輪車免許に係る技能検定員審査 

  カ 普通自動二輪車免許に係る技能検定員審査 

  キ 牽
けん

引免許に係る技能検定員審査 

  ク 大型自動車第二種免許に係る技能検定員審査 

  ケ 中型自動車第二種免許に係る技能検定員審査 

  コ 普通自動車第二種免許に係る技能検定員審査          

 (2) 教習指導員審査 

   ア 大型自動車免許に係る教習指導員審査 

  イ 中型自動車免許に係る教習指導員審査   

  ウ 普通自動車免許に係る教習指導員審査 

  エ 大型特殊自動車免許に係る教習指導員審査 

  オ 大型自動二輪車免許に係る教習指導員審査 

  カ 普通自動二輪車免許に係る教習指導員審査 



  キ 牽
けん

引免許に係る教習指導員審査 

  ク 大型自動車第二種免許に係る教習指導員審査 

  ケ 中型自動車第二種免許に係る教習指導員審査 

  コ 普通自動車第二種免許に係る教習指導員審査       

２ 審査期日等 

 (1) 期日 

  ア  論文審査  

    平成29年１月17日（火） 

   イ 技能審査  

     平成29年１月21日（土）及び１月24日（火）から１月27日（金）までのうち指定する 

   日 

   ウ 面接審査  

      平成29年２月１日（水）から２月３日（金）までのうち指定する日 

 (2) 場所 

   埼玉県鴻巣市鴻巣405番地４ 埼玉県警察運転免許センター 

３ 申請手続 

 (1) 申請期間 

    平成28年12月９日（金）から12月22日（木）までの間（日曜日及び土曜日を除く。） 

 (2) 申請要領 

   技能検定員審査又は教習指導員審査を受けようとする者は、審査申請書（規則別記様式 

  第１号）を提出するとともに、受けようとする審査に用いられる自動車を運転することが 

  できる免許に係る運転免許証を提示すること。 

 (3) 申請先 

     埼玉県鴻巣市鴻巣405番地４ 埼玉県警察本部交通部運転免許本部運転免許課 

４ 審査手数料 

  審査手数料については、埼玉県証紙により納付すること。 

５ 照会先 

  埼玉県警察本部交通部運転免許本部運転免許課教習所係（電話 048-543-2001 内線241）   



告

示 

埼
玉
県
選
管
告
示
第
七
十
七
号 

 
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
百
六
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
川
口

市
選
挙
管
理
委
員
会
か
ら
、
同
条
第
一
項
第
三
号
の
施
設
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
旨
の
報
告
が

あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

細 

田 

德 

治 

    

川
口
市
立 

鳩
ケ
谷
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー 

川
口
市
立 

戸
塚
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー 

川
口
市
立 

安
行
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー 

川
口
市
立 

芝
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー 

川
口
市
立 

新
郷
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー 

川
口
市
立 

北
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー 

川
口
市
立 

西
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー 

川
口
市
立 

東
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー 

施
設
の
名
称 

埼
玉
県
川
口
市
三
ツ
和

三
丁
目
二
十
一
番
一
号 

埼
玉
県
川
口
市
戸
塚
南

三
丁
目
二
十
二
番
一
号 

埼
玉
県
川
口
市
大
字
安

行
領
家
八
百
八
十
番
地 

埼
玉
県
川
口
市
芝
高
木

二
丁
目
十
二
番
五
十
二
号 

埼
玉
県
川
口
市
大
字
東

本
郷
八
十
番
地 

埼
玉
県
川
口
市
大
字
道

合
三
百
九
十
番
地 

埼
玉
県
川
口
市
川
口
六

丁
目
九
番
二
十
九
号 

埼
玉
県
川
口
市
東
領
家

二
丁
目
二
十
七
番
一
号 

所

在

地 

川
口
市 

教
育
委
員
会 

川
口
市 

教
育
委
員
会 

川
口
市 

教
育
委
員
会 

川
口
市 

教
育
委
員
会 

川
口
市 

教
育
委
員
会 

川
口
市 

教
育
委
員
会 

川
口
市 

教
育
委
員
会 

川
口
市 

教
育
委
員
会 

管

理

者 

三
百
人 

七
百
人 

四
百
人 

千
百
人 

六
百
人 

六
百
人 

六
百
人 

七
百
人 

収

容

人

員 
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